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１ 地形・地質 

１－１ 地形の概況 

北九州市の北は関門海峡と響灘、東は周防灘に面し、西に深く入りこんだ洞海湾をか

かえています。西縁は北流する遠賀川周辺の農村地帯に、南縁は筑豊・京築の田園地帯

に接しています。本市域のほとんどは、大小の山地塊によって占められ、平野部は、北

部の臨海部に連結しながらほぼ東西に帯状に広がるもののほかは、響灘・周防灘沿いに

分離・散在しています。このような特質から、本市域は図２－１－１にも示すような地

形区分がなされています。 

 

 

図２－１－１ 北九州市域の地形区分図 

[資料：北九州地区の地盤、1968、建設省、北九州市] 

出典：北九州市史、総論、先史・原史  
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１－２ 地質の概況 

本市域を構成している主な地質は、図２－１－２および表２－１－１に示すように、

形成時期の古いものから次のような地質系統をあげることができます。 

古生層と田川変成岩類・・・古生代 

古生層と火成岩類・・・・・中生代 

第三紀層と玄武岩 

第四紀層 

これらの中には鍾乳洞や化石、桂化木など学術的に貴重なものが見られます。 

 

 

 

図２－１－２ 北九州市域の地質略図 

 

・・・新世代 

[資料：北九州地区の地盤、1968、建設省、北九州市] 

出典：北九州市史、総論、先史・原史  
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表２-１-１ 地質系統表 
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１－３ 特異な地形・地質 

北九州市でみられる特異な地形・地質は図２－１－３及び表２－１－２に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－３ 特異な地形・地質の分布 
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表２－１－２ 特異な地形・地質の概要 

区分 名 称 注目すべき理由等 法令指定状況 出典 

カ 

ル 

ス 

ト 

地 

形 

平尾台 ・国指定天然記念物（320ha） 

・地形のレッドデータブック 

・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

（国指定天然記念物・・選定理由） 

羊群原一帯のカレンフェルト、かが

り火盆地から三笠台にわたるドリー

ネ、ウバーレ、ポノールなどカルスト

要素が集約的に分布する。 

（地形のレッドデータブック・・選定

理由） 

・日本の地形を代表する典型的かつ、

希少、貴重な地形。 

・動物や植物の生息地として重要な地

形。 

国指定天然記念物 

(昭和27年11月22日) 

資料 1 

資料 2 

資料 3 

 

・北九州国定公園 

（特別保護地区：320ha、特別

地域：6,912ha、普通地域：

1,035ha） 

・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

北九州国定公園 

(昭和47年10月16日) 

・筑豊県立自然公園 

（普通地域：8,448ha） 

・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

筑豊県立自然公園 

(昭和 25年 5月 13日) 

長野の

岩海 

・北九州市教育委員会 

学術調査 

谷間に沿って細長く分布する岩海で、

疑似カルストとしての性格を併せも

ち、岩海の形成過程における誕生期～

成長期の特徴を示している。 

 資料 4 

 

鍾 
 
 

乳 
 
 

洞 

青竜窟 ・国指定天然記念物 

・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

（国指定天然記念物・・選定理由） 

 古くから「土蜘蛛」の伝承で知られ

ている立体的な鍾乳洞である。 

国指定天然記念物 

(昭和 37年 1月 26日) 

筑豊県立自然公園 

資料 1 

資料 3 

目白洞 ・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

 洞内の最大幅約 15ｍ、最大天井高

は 30ｍ以上におよぶ平尾台でもっと

も長大な洞窟 

北九州国定公園 資料 3 

千仏洞 ・国指定天然記念物 

・自然環境保全基礎調査 

 （第３回：景観資源） 

（国指定天然記念物・・選定理由） 

 古くからこの地に知られた大規模

な洞であり、奥行き 700ｍ、入口には

大小約 30 個の鍾乳石が垂れ下がって

いる。 

国指定天然記念物 

(昭和10年12月24日) 

北九州国定公園 

資料 1 

光水洞 ・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

 支洞が多数入り組んだ複雑な様相

を呈する。 

北九州国定公園 資料 3 

牡鹿洞 ・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

平尾台ではあまり例のない竪横複

合洞。 

 

北九州国定公園 資料 3 

岩 

脈 

鬼の唐

手岩 

・自然環境保全基礎調査 

（第 3回：景観資源） 

 アプライト岩脈が地上に露出し、特

殊な景観を形成。 

北九州国定公園 資料 3 

化 
 

石 

夜宮の

大桂化

木 

・国指定天然記念物 日本最大級の桂化木。樹種はタクス

ディウムという松柏類。 

国指定天然記念物 

(昭和 32年 2月 22日) 

資料 5 

梅花石

岩層 

・県指定天然記念物 棘皮
きょくひ

動物（海百合類）のヘテロクリ

ニデーの化石 

県指定天然記念物 

(昭和 32年 4月 19日) 

資料 5 

注）資料の出典は以下のとおりである。 

１．北九州国定公園 筑豊県立自然公園 平尾台地区保護管理計画 ―利用のあり方― 平成２年８月 福岡県 

２．日本の地形デッドデータブック第１集 日本の地形レッドデータブック作成委員会 1994年 

３．第３回自然環境保全基礎調査「自然景観資源調査報告書」1998年 環境庁 

４．北九州市小倉南区長野の岩海と花崗岩洞窟、1995年 3月、北九州市教育委員会文化部 

５．北九州市史、総論、先史・原史 昭和 60年 北九州市 
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その他にも、表２－１－３に示すような北九州市の貴重な地質遺産（ジオサイト）が WEB

上（いのちのたび博物館 HP）で紹介されています。 

 

表２－１－３ 北九州市の貴重な地質遺産 

名　　称 概　要　説　明

ディプロミスタス

中生代白亜紀前期（約1億2000万年前）の淡水魚類化石で、1975年に発見され、1979年に新種とし
て発表されました。産出地は北九州市のほぼ中央にある山田緑地で、脇野亜層群熊谷層から産出し
ました。この発見が契機となり、その後の自然史研究の拠点となる北九州市立自然史博物館、現在
の自然史・歴史博物館が設立されました。

ニッポンアミアなど
白亜紀産魚類化石

小倉南区徳力の造成地で発見された淡水魚類化石で、日本初のアミア科の化石です。

フズリナ
小倉南区道原の石灰岩礫からは、ペルム紀（約2億年前）の時代を示すフズリナが発見されます。道
原の石灰岩礫は、中生代白亜紀前期（約1億2000万年前）に、平尾台を形作る石灰岩が礫となって脇
野亜層群道原層という地層の中に挟みこまれたものです。

恐竜・ワニ・カメ化石
市内に分布する中生代白亜紀前期（約1億2000万年前）の関門層群脇野亜層群からは、魚類化石以
外にも脊椎動物化石が見つかっています。小倉南区からはこれまでに恐竜やワニの歯、カメの甲羅な
どが産出しています。

水晶山
平尾花崗閃緑岩でできた標高531mの山です。この花崗閃緑岩は、中生代白亜紀後期（約9000万年
前）に貫入したマグマが地下で冷え固まったもので、まわりの地層（呼野層群）に熱変成作用を与えて
います。また、山腹の石英脈から透明度の高い水晶が採れたことでも知られています。

古城山
古城山（標高175m）では中生代白亜紀前期（約1億2000万年前）の関門層群とそれらを貫く花崗閃緑
岩などを見ることができます。地層が柔らかいうちに変形したスランプ構造や、地層が押し曲げられて
できた褶曲構造などの地質的な活動の跡を見ることができます。

皿倉山
皿倉山（標高622m）は、中生代白亜紀前期（約1億2000万円前）の関門層群の地層と、そこに貫入し
た花崗閃緑岩やひん岩からできています。関門層群は湖に堆積した地層と、火山性の堆積物の地層
からなっています。

高塔山
高塔山（標高124m）・石峰山（同302m）周囲には花崗閃緑岩の貫入によって変成した中生代白亜紀
前期（約1億2000万年前）の関門層群下関亜層群が分布しています。

金比羅山
中生代白亜紀前期（約1億年前）の火山活動により、関門層群下関亜層群の地層には大量の火山起
源の堆積物があります。金比羅山（標高125m）には、このような火山性堆積物の凝灰角礫岩が分布
しており、金比羅公園ではこの凝灰角礫岩の岩塊を観察することができます。

ヤマトクジラ
若松区遠見ノ鼻付近の海岸の芦屋層群陣ノ原層から極めて保存のよいクジラの化石が見つかってい
ます。ヒゲクジラ類の進化を明らかにする上で非常に重要な化石の一つです。

二枚貝化石床
新生代古第三紀漸新世（約3400～2300万年前）、北九州地域には大森林が広がった後、浅い海が
浸入してきました。この海で、芦屋層群と呼ばれる地層が作られました。馬島や藍島などでは、二枚
貝の一種、キッシュウタマキガイが集まってできた二枚貝化石床を観察することができます。

ペンギンモドキ
藍島や馬島の新生代漸新世（約3000万年前）の芦屋層群陣ノ原層や山鹿層からは「ペンギンモドキ」
と呼ばれる鳥類の化石がたくさん見つかっています。

ヤベオオツノジカ
平尾台や門司区にかつて存在した鍾乳洞からは、たくさんの哺乳類化石が見つかっています。ヤベオ
オツノジカという絶滅してしまったシカの仲間もこのようなところから見つかっています。

間欠冷泉

小倉南区頂吉の吉原川の上流には、満干谷という渓谷があります。この谷は、普段は涸れています
が、突然、水が湧き出してくる不思議な場所で、江戸時代からその存在が知られていました。この現
象は、石灰岩層の奥にある空洞に、地下水が一定量貯まった際、サイフォンの原理によってその水が
吹き出してくるためだと考えられています。満干谷の間欠冷泉は最大で毎秒30リットルも流出する国
内最大のものです。  
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２ 水環境 

２－１ 陸水域の概況 

２－１－１ 水象 

北九州市には表２－２－１に示すとおり、一級河川遠賀川を含む 260本の河川が流れ

ていますが、いずれも規模は小さく、最も流路延長及び流域面積が大きい河川は２級河

川の紫川です。 

 

表２－２－１ 河川の概要 

河川区分 規  模 

一級河川 
本 数 ９本   

延 長 41,201ｍ   

二級河川 
本 数 19本   

延 長 97,004ｍ   

準用河川 
本 数 24本   

延 長 39,743ｍ   

普通河川 
本 数 208本   

延 長 216,375ｍ   

計 
本 数 260本   

延 長 394,323ｍ   

                出典：北九州市建設局事業概要 2014 

 

貯水池としては、紫川水系のます渕ダム、道原貯水池や遠賀川水系の畑貯水池、頓田

第一貯水池、頓田第二貯水池等があります。また、このほか農業用ため池が約 520箇所

あります。 
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２－１－２ 水質汚濁 

本市の公共用水域における水質汚濁の状況は、水質汚濁防止法に基づく上乗せ排出基

準の設定や瀬戸内海環境保全特別措置法（瀬戸内法）等に基づく措置による工場・事業

場に対する規制、さらには公共下水道の整備等の施策の実施により、著しく改善され、

近年は横ばいの状況にあります。 

生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）については、代表的な水質指標である

生物化学的酸素要求量（BOD）又は、化学的酸素要求量（COD）でみると、河川は特に公

共下水道事業の進捗に伴い、水質改善がなされてきました。図２－２－１の環境基準適

合率経年変化のとおり、平成 25年度は全環境基準点において BODの環境基準に適合（適

合率 100％）しています。海域は、７基準点中６基準点が CODの環境基準に適合（適合率

86％）しています。 

なお、平成 25年度の公共用水域環境基準適合状況は、図２－２－２のとおりです。 

 

 

［資料：北九州市の環境］ 

図２－２－１ 環境基準点の環境基準適合率経年変化 
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出典：平成 26年度版 北九州市の環境 

図２－２－２ 河川・海域環境基準（BOD・COD）適合状況（平成 25年度） 
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２－１－３ 水辺地 

２－１－３－（１）水辺空間の変遷 

北九州市の水面積率（水面積／総面積）は、市街地の拡大とともに水路やため池は埋

め立てられ、平成２年に 2.37％であった水面積率が、平成 23年度は 2.13%と年々減少し

てきています。 

本市の水空間の割合は、平成 23年度の全国水面積率 3.55％に対して、北九州市 2.13％

と６割程度であり、水空間は少ないといえます。 
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注）水面積率：水面積／総面積 

図２－２－３ 北九州市における水空間の変遷 

 

２－１－３－（２）保全、整備状況 

本市では、河川改修にあたっては、できる限り生態系の調査・分析を行い、良好な自

然環境の保全、又は復元を目指すとともに、うるおいのある生活環境としての水辺づく

りに取り組んでいます。紫川では、下流部の「マイタウン・マイリバー整備事業」に続

き、貴船橋から上流 8.3㎞が、周辺環境と調和し、ふるさとの薫りあふれる川づくりを

目指す「ふるさとの川整備事業」として指定されました。この区間では、重要な生物が

数多く生息することが確認されており、その保全、復元が重要なテーマになっています。 

このほか、洪水時に遊水池や調整池等として利用される池を、市民が水とふれあえる

場や、ビオトープとしての整備を行い、水と緑のゆたかな水辺空間を創造しています（図

２－２－４）。 

水空間の割合 

（水面積率） 

全国の水面積率 3.55％（平成 23年度） 
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No. 施設、地区名 事業名等  No. 施設、地区名 事業名等 

① 板櫃川 河道整備事業  

⑯ 

延命寺臨海緑地、日明・

海峡釣り公園、第一船だ

まり周辺、新門司マリー

ナ、和布刈観潮遊歩道、

新門司フェリー埠頭緑

地、青浜海岸、若松南海

岸緑地、八幡東田緑地、

西海岸２号緑地、奥洞海

バードオブザバトリー、

太刀浦コンテナターミナ

ル展望室、戸畑親水緑地、

大積海岸、都島展望公園 

牧山海岸地区、しおかぜ

の路、サンセット広場、

脇田海岸、新門司海浜緑

地、部埼灯台周辺、大里

海岸緑地、脇田漁港周辺、

浅野臨海部防災１号緑

地、岩屋海岸、新門司東

緑地、響灘２号緑地、響

灘北緑地 

新・海辺のマスタープ

ラン推進事業（遊歩

道・緑地・展望施設、

海釣施設、海水浴・水

遊び） 

② 板櫃川中流域 水辺の楽校プロジェクト  

③ 撥川 河川再生事業  

④ 金山川水辺の里 親水整備  

⑤ 黒ヶ畑池 親水整備  

⑥ 板櫃川下流域 ラブリバー制度  

⑦ 新々堀川 ラブリバー制度  

⑧ 割子川 ラブリバー制度  

⑨ 

貫川、志井川、 多自然川づくり  

滝の口川、中条川、 （旧多自然型川づくり）  

白木川、江川、   

竹馬川、朽網川   

⑩ 志井うるおい池 
身近な水辺づくり 
（ビオトープ・ネットワーク） 

 

⑪ さやっ子せせらぎ 
身近な水辺づくり 
（ビオトープ・ネットワーク）  

⑫ 撥川ビオトープ 
身近な水辺づくり 
（ビオトープ・ネットワーク）  

⑬ 紫川中・上流域 ふるさとの川整備事業  

⑭ 紫川下流域 
マイタウン・マイリバー整
備事業  

⑮ 
岩屋、脇田、脇之

浦、藍島、馬島 

「響灘地区」新マリノベー
ション拠点交流促進整備計
画 

 

［資料：北九州市建設局事業概要 2014 北九州市建設局、  

新・海辺のマスタープラン 北九州市港湾空港局］ 

図２－２－４ 水辺の環境整備位置図
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２－２ 沿岸域の概況 

２－２－１ 水象 

本市が面する海域には、日本海南西部の響灘、瀬戸内海西端の周防灘及びこれらをつ

なぐ関門海峡と当地域に深く入り込んだ洞海湾があります。 

潮流は、高潮時に西方向、低潮時には東方向にながれ、関門海峡で最も本州との間隔

が狭くなる早靹瀬戸では潮速が８ノットに達することもあります。 

 

２－２－２ 水質汚濁 

全体的な水質については、前節で示したとおりですが、水域別に CODの状況を見ると

以下のとおりです。 

２－２－２－（１）周防灘・響灘水域 

周防灘水域は底質の巻き上げや閉鎖性が強い等の理由により、環境基準未達成の状況

が続いていますが、近年は低下傾向にあります。COD濃度（75％値）の推移は、図２－２

－５のとおりです。 
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［資料：北九州地域公害防止計画、福岡県（平成 24年３月）他］ 

図２－２－５ 周防灘・響灘水域の COD濃度（75％値）の推移 
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２－２－２－（２）洞海湾水域等 

洞海湾水域、戸畑・堺川泊地では、全ての地点で環境基準に適合している状況が続い

ています。COD濃度（75％値）の推移は図２－２－６のとおりです。 
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［資料：北九州地域公害防止計画、福岡県（平成 24年３月）他］ 

図２－２－６ 洞海湾水域等の COD濃度（75％値）の推移 

 

２－２－３ 水辺地 

本市では、平成６年に「市民に親しまれる水際線づくりマスタープラン」を策定し、

市民が利用できる水際線を当時の約２㎞から 20㎞に拡大することを目標にウォーターフ

ロント整備を進めてきました。これまでに門司港レトロ地区、和布刈地区などが完成し、

市民のみならず、市外からの来訪者にも広く利用されています。 

平成 14年２月には、社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに対応していくために、

上記マスタープランの見直しを行い、「海辺のマスタープラン 2010」を策定し、全体の

整備目標も従来の 20㎞から 25㎞へと拡大しました（図２－２－４参照）。 

さらに、本市の海辺が多くの人に利用され、親しまれるように、新たに「新・海辺の

マスタープラン」を平成 23年５月に策定しています。この中では、対象を「水際線」か

ら、面的な広がりを持つ「海辺」へと広げています。 

これらの整備地区の中で、自然に親しむ施設として最も代表意的な地区が脇田地区で

す。様々な施設が整備されていますが、平成 26年度の海水浴客は 17,964人、釣り桟橋

入場者数は 25,011人に及んでいます。 
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２－３ 特異な水環境 

北九州市で見られる特異な水環境は、表２－２－２及び図２－２－７に示すとおりで

す。 

 

表２－２－２ 特異な水環境の概要 

区分 名  称 注目すべき理由等 法令指定状況 出典 

湧
水 

平山観音のお

乳水 
福岡の名水 15選 

乳の出の悪い母親が飲む

と乳が出ると言われる 
 資料 1 

富野駐屯地の

湧き水 
福岡の名水 15選   資料 1 

滝 

清滝 
福岡県文化百選・

水編№79 
落差 5ｍ程度  資料 2 

菅生の滝 

福岡県文化百選・

景観編№85 

自然環境保全基礎

調査（第 3 回：景

観資源） 

滝は下流より一ノ滝、二

ノ滝、三ノ滝と 3 段階に

なっており、特に三ノ滝

は落差 30ｍ 

 資料 2 

七重の滝 

福岡県文化百選・

水編№80 

自然環境保全基礎

調査（第 3 回：景

観資源） 

  資料 2 

畑観音の滝 
福岡県文化百選・

景観編№89 
  資料 2 

渦
潮
、
速
瀬 

関門海峡 瀬戸内海国立公園 

昔から“早鞆の瀬戸”と

いわれた関門橋あたり

は、幅わずか 600ｍで、潮

流の早いところでは時速

16㎞にもなる 

瀬戸内海国立公園  

  （注）資料の出典は以下のとおりである 

    1.ホームページ「Welcome to Health World」 

    2.福岡県文化百選シリーズ、名勝・景観編、水編、西日本新聞社編 
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図２－２－７ 特異な水環境の分布 
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３ 生物種 

３－１ 生物種の生育・生息状況の変遷 

３－１－１ 北九州市発足以降   

生物種の生育・生息状況は、長期的な地球環境の変動に伴って変遷しています。近年

では、採集によるラン類などの減少、都市や農地の開発によるゲンゴロウやタガメの減

少、カダヤシやタイリクバラタナゴなどの移入種と在来種の競合、地球温暖化の影響と

されるナガサキアゲハの分布域の北上など生育・生息状況の変化が生じています。 

タンポポ類は、私たちに身近な植物の代表ですが、よくみられるのは外来タンポポ群

（セイヨウタンポポ、アカミタンポポ）です。しかし、西日本各地で行われたタンポポ

調査では、北九州市内でもカンサイタンポポやツクシタンポポ、モウコタンポポなど６

種の在来タンポポが確認されています（図２－３－１）。市街地に近い場所で確認され

た場所もあり、工業都市のイメージが強い本市ですが、自然が残されたところもあるこ

とを示しています。 

 

※在来タンポポ群：カンサイタンポポ、オオズタンポポ（仮）､モウコタンポポ、シロバナタンポポ 

[資料：タンポポ調査西日本 2010調査報告書 2011年 タンポポ調査・西日本 2010実行委員会] 

図２－３－１ 北九州市の在来タンポポ群分布図 
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３－１－２ 北九州市の生物目録 

北九州市の生物目録として、既存資料を整理した分類群ごとの種数を表２－３－１に

示します。 

北九州市の生物種数は、維管束植物、は虫類、両生類は県内の種数に近いものの、淡

水魚では筑後川水系特産種が見られないなどの特徴があります。 

 

表２－３－１ 北九州市と福岡県で確認された生物種数 

北九州市 福岡県（絶滅種を含む） 備考：国内

1,528 約2,000 約7,000

26 44 160

337 364 約700

15 16 98

15 15 66

77 138 約400

12 - 約5,300（その他無脊椎動物）

- - 約32,000

うち蝶類 77 - -

- 145 約3,200(貝類）

淡水魚類

エビ・カニ類

昆虫類

陸淡水産貝類

分類群

維管束植物

ほ乳類

鳥類

は虫類

両生類

 

[資料：北九州市の植物 1964 吉岡茂夫、 

北九州市の野鳥一覧（2007年改訂版） 2007わたしたちの自然史第 100号記念号、 

山田緑地の自然 1992 北九州市立自然史博物館、 

北九州市両生類・爬虫類分布資料 2013 倉本満、 

北九州の淡水魚 エビ・カニ 2003 北九州自然史友の会水生動物部会、 

北九州市産蝶類分布概念図 1988 上田將人、 

福岡県生物多様性戦略 H23 RDB 2001,2011,2014 福岡県 

平成 26年度版 環境白書（環境・循環型社会・生物多様性） 環境省] 
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３－２  重要な野生生物の生育・生息状況と保護活動状況 

重要な生物としては、絶滅のおそれのある生物、歴史的・文化的な価値を持つ生物、生

態系の指標となる生物、地域に親しまれている生物などの様々なとらえ方があります。 

本計画では、学術的又は希少性の観点から「重要種」として、環境影響評価や環境調査

で用いられている以下の種を選定しました。 

①文化財保護法および条例による天然記念物の指定種 

②絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の希少動植物種 

③レッドリスト（環境省）の掲載種 

④福岡県の希少野生生物－福岡県レッドデータブック 2011、2014の掲載種 

⑤日本の希少な野生水生生物に関するレッドデータブック（水産庁編）の掲載種 

⑥干潟の絶滅危惧動物図鑑-海岸ベントスのレッドデータブック 2012 

なお、次の種については「貴重種」等として扱う場合もありますが、前述の重要種の他

に一般的な種も含んでいることから、本計画では対象としていません。 

・緑の国勢調査 自然環境保全の調査対象種 

・第２回緑の国勢調査 第２回自然環境保全基礎調査の調査対象種 

・移動性の野生動植物の保護に関する条約（ボン条約）の指定種 

・絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）

の掲載種 

・国立・国定公園特別地域内指定植物の指定種 等 

 

３－２－１ 天然記念物の指定 

北九州市における天然記念物の指定は下記のとおりです（表２－３－２）。 

 

表２－３－２ 北九州市における天然記念物 

国指定天然記念物 県指定天然記念物 市指定天然記念物

・千仏鍾乳洞 ・梅花石岩層 附 梅花石大形置物 1個

・平尾台 ・大山祗神社の公孫樹

・夜宮の大珪化木 ・三岳のチシャノキ

・白野江のサトザクラ1本

・岩屋・遠見ヶ鼻の芦屋層群

なし

 

[出典：北九州市 HP（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kanko/menu02_0042.html）] 

 

３－２－２ 環境省および福岡県のレッドデータブック掲載種 

３－２－２－（１）掲載種 

「レッドデータブック 2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－（2014、環境省）」

（以下 環境省ＲＤＢ）などの環境省レッドデータブックは、絶滅危惧種保護の観点か
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ら、一部の種を除き生息地の情報を都道府県単位、またはより広域な区域に制限してお

り、北九州市内の正確な位置を特定できる生息情報を記載していません。 

「福岡県の希少野生生物(2011・2014、福岡県)」（以下 福岡県ＲＤＢ）には、北九

州市に関連する希少な野生生物（植物群落を含む）は、551種が記載されています（表２

－３－３、表２－３－４）。福岡県ＲＤＢ記載種のうち、北九州市関連の種数は県域の

約 1/3となっています。 

 

表２－３－３ 北九州市と福岡県で確認された福岡県ＲＤＢ記載種 

分類区分 北九州市 福岡県 備考：国内

植物群落 25 89 －

維管束植物 180 606 2,155

ほ乳類 5 24 63

鳥類 33 90 150

は虫類 6 7 56

両生類 10 11 43

魚類 35 65 238

昆虫類（鱗翅目） 52 44

昆虫類（甲虫目他） 92 373

貝類 120 278 1,126

甲殻類その他 18 45 114

合計 551 1,543 4,813

868

 

※北九州市及び福岡県の合計値は植物群落を除く。 

 [資料：福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2011、2014 福岡県、 

レッドデータブック 2014－日本の絶滅のおそれのある野生生物－ 環境省] 

 

表２－３－４ 北九州市で確認された福岡県ＲＤＢ記載種 

分類区分 カテゴリー 和名 群落数

　植物群落 Ⅰ ハンノキ群落、ガガブタ群落、ゲンカイイワレンゲ群落、シバナ群落　等 6

　植物群落 Ⅱ ススキ群落、ガシャモク群落、リュウノヒゲモ群落、ハママツナ群落　等 5

　植物群落 Ⅲ アカガシ群落、イヌシデ群落、ケヤキ群落、スダジイ群落、シオクグ群落　等 9

　植物群落 Ⅳ イワシデ群落、ハマビワ群落、トベラ群落、ツルナ群落　等 5  

 

分類区分 カテゴリー 和名 種数

　維管束植物 　絶滅 ズミ、ヒメビシ、ミスミイ 3

　維管束植物 　野生絶滅 トバタアヤメ、ヒメバイカモ 2

　維管束植物 　絶滅危惧ⅠA類 アキノハハコグサ、イバラモ、サワシロギク、ヒゴタイ、ミズトラノオ　等 79

　維管束植物 　絶滅危惧ⅠB類 ウラギク、オケラ、タチデンダ、ハンノキ、ミズワラビ、ヤマゼリ　等 45

　維管束植物 　絶滅危惧Ⅱ類 アケボノシュスラン、クモキリソウ、タコノアシ、ツクシナルコ　等 37

　維管束植物 　準絶滅危惧 オオヤマフスマ、ダルマギク、シロバナハンショウヅル、ノヤナギ　等 14  

 

分類区分 カテゴリー 和名 種数

　ほ乳類 　準絶滅危惧 キツネ、コキクガシラコウモリ、ユビナガコウモリ、ハタネズミ 4  

 



資－20 

 

分類区分 カテゴリー 和名 種数

　鳥類 　絶滅 トキ 1

　鳥類 　絶滅危惧ⅠA類 チュウヒ 1

　鳥類 　絶滅危惧ⅠB類 カラシラサビ、クロツラヘラサギ、ヘラサキ、ベニアジサシ 4

　鳥類 　絶滅危惧Ⅱ類 ウズラシギ、コアジサシ、コミミズク、ズグロカモメ、ハヤブサ、ホオジロガモ　等 16

　鳥類 　準絶滅危惧 オオヨシキリ、クロサギ、コチョウゲンボウ、シロチドリ、ツクシガモ　等 11  
 

分類区分 カテゴリー 和名 種数

　は虫類 　絶滅危惧Ⅱ類 タカチホヘビ、ニホンイシガメ 2

　は虫類 　準絶滅危惧 ジムグリ、ヒバカリ、シロマダラ 3

　は虫類 　情報不足 ニホンスッポン 1  

 

分類区分 カテゴリー 和名 種数

　両生類 　絶滅危惧ⅠB類 トノサマガエル 1

　両生類 　絶滅危惧Ⅱ類 コガタブチサンショウウオ、カスミサンショウウオ、ニホンアカガエル　等 5

　両生類 　準絶滅危惧 ブチサンショウウオ、アカハライモリ、カジカガエル、ツチガエル 4  

 

分類区分 カテゴリー 和名 種数

　魚類 　野生絶滅 サケ 1

　魚類 　絶滅危惧ⅠA類 クボハゼ、イシドジョウ 2

　魚類 　絶滅危惧ⅠB類 オンガスジシマドジョウ、カゼトゲタナゴ、チクゼンハゼ、ニホンウナギ　等 7

　魚類 　絶滅危惧Ⅱ類 イドミミズハゼ、エドハゼ、タビラクチ、ドジョウ、ヤリタナゴ　等 8

　魚類 　準絶滅危惧 アブラボテ、オヤニラミ、ギギ、シロウオ、ツチフキ、ミナミメダカ　等 16

　魚類 　情報不足 ウキゴリ 1  

 
分類区分 カテゴリー 和名 種数

　鱗翅目 　絶滅危惧ⅠA類 オオウラギンヒョウモン、ハイイロボクトウ、ミヤケジマヨトウ 3

　鱗翅目 　絶滅危惧ⅠB類 ウラギンスジヒョウモン、オオチャバネヨトウ、ヒカゲチョウ、マエアカヒトリ　等 7

　鱗翅目 　絶滅危惧Ⅱ類 ウラナミジャノメ、オオシモフリスズメ、クモガタヒョウモン、ツマグロキチョウ　等 19

　鱗翅目 　準絶滅危惧 ウラギンシジミ、オオムラサキ、キスジウスキヨトウ、ヒオドシチョウ　等 20

　鱗翅目 　情報不足 キイロトゲエダシャク、サザナミノメイガ、ヘリグロチャバネセセリ　等 3  
 

分類区分 カテゴリー 和名 種数

　昆虫類（甲虫類他） 　絶滅 スジゲンゴロウ 1

　昆虫類（甲虫類他） 　絶滅危惧ⅠA類 ゲンゴロウ、タガメ、ベッコウトンボ、ヨツボシカミキリ　等 11

　昆虫類（甲虫類他） 　絶滅危惧ⅠB類 アカマダラコガネ、キボシチビコツブゲンゴロウ、ホンサナエ、ババアメンボ　等 16

　昆虫類（甲虫類他） 　絶滅危惧Ⅱ類 ウスイロアカハネムシ、コガムシ、ホソハンミョウ、シマクサアブ、オオミズムシ等 30

　昆虫類（甲虫類他） 　準絶滅危惧 キイロアトキリゴミムシ、ヒメビロウドカミキリ。キイトトンボ　等 26

　昆虫類（甲虫類他） 　情報不足 チビマルガムシ、ヒコサンオオズナガゴミムシ、カワムラヨコバイ　等 8  

 
分類区分 カテゴリー 和名 種数

　甲殻類その他 　絶滅危惧ⅠA類 カブトガニ 1

　甲殻類その他 　絶滅危惧ⅠB類 ウチノミヤドリカニダマシ、オオヨコナガピンノ、カワスナガニ 3

　甲殻類その他 　絶滅危惧Ⅱ類 アリアケモドキ、ウモレベンケイガニ、ツバサゴカイ、ハクセンシオマネキ 4

　甲殻類その他 　準絶滅危惧 クシテガニ、ハマガニ、ヒメヤマトオサガニ、メナシピンノ　等 8

　甲殻類その他 　情報不足 アンチラサメハダホシムシ、タイワンヒライソモドキ 2  
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分類区分 カテゴリー 和名 種数

　貝類 　絶滅危惧ⅠA類 アツカガミ、ガンヅキ、コオキナガイ、ゴマフダマ、ビョウブガイ 5

　貝類 　絶滅危惧ⅠB類 イボタガキ、イボウミニナ、オガイ、ヒシガイ、マゴコロガイ、ヤマキサゴ　等 21

　貝類 　絶滅危惧Ⅱ類 イボキサゴ、カワアイ、クロヘナタリ、センベイアワモチ、ハナグモリ　等 36

　貝類 　準絶滅危惧 ウミニナ、シラギク、テングニシ、ヘナタリ、ミヤコドリ、ワカウラツボ　等 45

　貝類 　情報不足 アンチラサメハダホシムシ、タイワンヒライソモドキ 13  
[資料：福岡県の希少野生生物 福岡県 

同ホームページ http://www.fihes.pref.fukuoka.jp/kankyo/rdb/ 福岡県、 

福岡県の希少野生生物 福岡県レッドデータブック 2011、2014 福岡県] 

 

３－２－２－（２）掲載種の現況 

北九州市および周辺地域を対象範囲とした重要種の分布情報は、平成 26年度に過去 10

年程度の既存資料を確認したところ、キエビネ、ヨシゴイ、ニホンイシガメ、コガタブ

チサンショウウオなど 307種を確認しました。10年前の記録より 135種増加しています。

増加の要因は、情報の蓄積により選定される重要種が増えたことや、北九州市内におけ

る環境調査の実施実績が増えてきたことがあります。 

分布図の区画は、都道府県別メッシュマップ 40 福岡県（環境庁 平成９年）の３次メ

ッシュ（約１㎞四方：以下３次メッシュ）に準拠しています（表２－３－５、図２－３

－２～５）。 

表２－３－５ 既存資料に記録されている北九州市の重要種 

分類区分 和名 16年 3月時点 27年 3月時点 

維管束植物 キエビネ、ツツイトモ、ヨロイグサ 等 ２９ ５９ 

藻類 オトメフラスコモ、シャジクモ ２ ２ 

ほ乳類 カヤネズミ、キツネ、スナメリ 等 ５ ４ 

鳥類 クロツラヘラサギ、ハヤブサ、ヨシゴイ 等 ４７ ７５ 

は虫類 ニホンイシガメ、ジムグリ、シロマダラ 等 ６ ５ 

両生類 コガタブチサンショウウオ、トノサマガエル 等 ７ １０ 

淡水魚類 イシドジョウ、カゼトゲタナゴ、ニホンウナギ 等 １５ ２４ 

昆虫類 アサカミキリ、ウラギンスジヒョウモン 等 ８ ６２ 

甲殻類・貝類等 カブトガニ、シオマネキ、イチョウシラトリ 等 ５３ ６６ 

計  １７２ ３０７ 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 
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図２－３－２ 植物重要種の分布情報 

 

図２－３－３ 鳥類重要種の分布情報 

※生息・生育が確認さ

れた種と生息・生育

の可能性があると

判断される種の合

計 



資－23 

 

 

図２－３－４ 魚類重要種の分布情報 

 

図２－３－５ 昆虫類重要種の分布情報 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月］



資－24 

 

 

３－２－３ 重要な野生生物の保護活動状況 

北九州市では、市民、ＮＰＯ、企業、行政の役割分担に応じた取り組みによる野生生

物の保護活動や生育・生息環境の保全活動および普及啓発活動が行われており、スナメ

リやハヤブサの保全やカブトガニやスグロカモメの調査研究などの成果が得られていま

す。 

 

・国内で唯一の生育地である希少植物ガシャモクの保護対策 

・平尾台自然観察センターや平尾台の自然を考える会による植物群落の保護活動 

・山田グリーンネットによる山田緑地 30世紀の森作り活動 

・北九州高校魚部による学校ビオトープでの絶滅危惧種の保護活動 

・関門スナメリの会によるスナメリの保護救出活動 

・生物および自然環境定量評価研究会によるハヤブサの人工巣穴造成実験 

・北九州ズグロカモメ研究会によるズグロカモメの保全・研究 

・北九州カスミサンショウウオを守る会によるカスミサンショウウオの保護活動 

・日本カブトガニを守る会福岡支部によるカブトガニの産卵調査 

・北九州ほたるの会によるホタルの保護繁殖活動 

・（財）タカミヤ・マリバー環境保護財団による支援事業 
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３－３ 身近な生物の生息状況 

北九州市において生育・生息情報のある生物のうち、市民に広く知られている身近な

生物や、里地里山などの陸域、河川などの陸水域、干潟などの沿岸域の生態系の指標と

なる以下の種（類）、近年の生息状況に変化がみられるものなどを指標種とし、それぞ

れの生息状況について、既存資料や環境調査などの記録を整理したものを表２－３－６

に示します。 

イノシシ、ウグイス、シジュウカラ、ジョウビタキなどは市内の広い区域に、サシバ、

ニホンアカガエルなどは中山間地に、カワムツやカワニナなどは河川中上流に分布して

います。アナグマは夜行性で山地の森林に生息するため、人目につく機会の少ない動物

でしたが、近年市街地周辺に出没する傾向が高くなってきていると考えられています。

またコサギは市内の繁殖コロニーが少なくなってきているなどの現状があります。 

 

表２－３－６ 身近な生物の生息状況 

分類区分 種名 北九州市内の主な生息状況 

ほ乳類 アナグマ 平尾台や皿倉山などの山地だが、近年山麓や市街地への出没傾向がある 

イノシシ 市街地や埋立地および島嶼を除くほぼ市全域 

カヤネズミ 曽根干潟や新門司の後背地、響灘埋立地、平尾台など草地が残存する区域 

鳥類 ウグイス 市街地と工場地帯を除く市全域 

カイツブリ 市街地と工場地帯、企救山地の北西側（関門海峡側）を除く開放水面 

コサギ 山地と工場地帯を除く市全域 

サシバ 皿倉山や石峰山の山麓や周囲、曽根干潟や企救半島（渡り） 

シジュウカラ 工場地帯を除く全市域 

シロチドリ 曽根干潟や新門司、響灘埋立地の沿岸地 

ミサゴ 若松北海岸や島嶼およびその周辺の響灘埋立地や新門司などの沿岸地 

は虫類 シマヘビ 工場地帯や市街地中心地を除く全市域 

両生類 カスミサンショウウオ 若松西部や小倉北区の丘陵地、足立山や企救山地山麓の開放水面を含む区域 

トノサマガエル 河内貯水池や紫川上流など山地と農地が混在する地域 

ニホンアカガエル 若松西部や皿倉山、足立山、貫山地の山麓の山地と農地が混在する地域 

ヤマアカガエル 福智山や皿倉山の山麓、平尾台の山地と農地が混在する地域 

魚類 オイカワ 紫川や竹馬川などの河川の下流から上流の広い区域 

カワムツ 紫川や竹馬川、金山川などの河川の中流から上流 

フナ類 紫川や江川などの河川の下流から上流、曽根干潟の後背地の水路 

ミナミメダカ 曽根干潟の後背地や紫川、遠賀川流域の水田や農地を通る水路 

昆虫類 オニヤンマ 皿倉山や平尾台の山麓など、山地と農耕地が混在する地域 

ゲンジボタル 紫川や黒川などの河川の中流から上流 

貝類・甲殻類等 カワニナ 紫川や竹馬川などの下流から上流および水路の広い地域 

オサガニ類 曽根干潟と紫川河口付近 

カブトガニ 曽根干潟と新門司、洞海湾口 

シオマネキ類 曽根干潟と竹馬川などの流入河川の河口 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 
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３－４ 有害鳥獣の生息・被害状況と対策 

北九州市では、有害鳥獣の被害相談の大半が住宅地におけるイノシシ及びサルに関する

もので、ほかにはカラスやヒヨドリなどによる生活環境被害や農作物被害も見られます。 

イノシシについて市民からの相談件数は過去５年で年間 319～904件で、地区別に見ると毎

年門司区が最多ですが、どの地区においても年度による変動が大きく、被害を予測するの

が困難な状況です。 

サルについては、小倉南区で、平成 18年から隣接する香春町より 50～100頭程度の群れ

が侵入・回遊を繰り返しており、民家の菜園を荒らすなどしています。過去５年では年間

74～143件の通報相談がありました。また、門司区や八幡西区を中心とした市内各所で、

ハナレザルの出没が散見されます。しかし、ハナレザルの市街地への出没は一時的で、す

ぐにいなくなり、被害の発生はまれです。 

イノシシ及びサルとも餌を求めて住宅地や農地に出没しており、これらへの対策の基本

は、人と野生動物の住み分けであると考えています。 

そのうえで、里山を含む森林は林業活動の場であるとともに野生鳥獣が生息する場でも

あることを認識し、森林の保全対策等を考える必要があります。 

具体的な被害対策として、イノシシについては、箱ワナ等による捕獲を実施しているほ

か、農業被害に関しては、侵入防止のための電気牧柵の設置に補助を行い、農業者以外の

市民には必要に応じてパンフレットを配布するなどして、餌となるゴミの管理等について

被害現地での指導を行っています。 

小倉南区のサルの群れについては、今後更なる個体数の増加や群れの分裂の恐れがある

ため追払い活動のほかに個体数の管理を実施しています。また、ハナレザルについては、

出没地域の小・中学校や自治会に注意喚起をするとともに、必要に応じチラシを配布する

などして指導を行っています。 

さらに、新たな鳥獣として数年前からアライグマやシカの出没が確認されています。 
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表２－３－７ イノシシについての市民からの相談件数 

（単位：件） 

[資料：有害鳥獣被害状況 2014 北九州市] 

 

表２－３－８ サルについての市民からの相談件数 

（単位：件） 

[資料：有害鳥獣被害状況 2014 北九州市] 

 

区別 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

門司区 552 192 389 167 314 

小倉北区 
148 56 80 

42 60 

小倉南区 48 53 

若松区 37 5 2 3 25 

八幡東区 
167 70 52 

25 71 

八幡西区 34 46 

戸畑区 0 0 0 0 23 

計 904 323 523 319 592 

区別 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 

門司区 0 0 12 13 9 

小倉北区 0 1 2 7 6 

小倉南区 106 143 74 131 135 

若松区 16 18 36 2 12 

八幡東区 0 5 1 3 2 

八幡西区 51 24 30 27 12 

戸畑区 0 0 0 0 0 

計 173 191 155 183 176 
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３－５ 移入種の生育・生息状況と在来種への影響 

移入種(外来種)は、国外または国内の他地域から、野生生物の本来の移動能力を越えて、

人為によって意図的・非意図的に導入された種を示し、一般的には明治時代以降に導入さ

れたと推定される生物を示します。 

[資料：環境省野生生物保護対策検討会移入種問題分科会資料 2002 環境省] 

 

３－５－１ 移入種の現状 

北九州市で生息が知られている移入種のうち、特定外来生物や市民に広く知られている

種の生育状況について、既存資料や環境調査などの記録による生育情報の３次メッシュ

数と市域に占める割合を表２－３－９に示します。 

ミシシッピアカミミガメは、生息が確認されたメッシュ数は 10年前とほぼ同じですが、

10年前とは異なるメッシュで確認されており、分布の拡大が懸念されます。 

このほか全国各地で問題となっている特定外来生物のアライグマが、近年本市でも確認

されています（平成 23年度九州地方アライグマ防除モデル事業報告書 平成 24年 3月 

環境省）。 

 

表２-３-９ 移入種の生育情報 

分類区分 和名 
生息・生育が 

確認されている 

生息・生育の 

可能性がある 

生息・生育の可能

性はほとんど無い 

情報なし 全メッシュ数 

植物 オオキンケイギク 22 3.7% 0 0.0% 0 0.0% 571 96.3% 593 

植物 オオフサモ 13 2.2% 0 0.0% 0 0.0% 580 97.8% 593 

植物 外来タンポポ群 94 15.9% 269 45.4% 12 2.0% 218 36.8% 593 

鳥類 ガビチョウ 25 4.2% 25 4.2% 42 7.1% 501 84.5% 593 

鳥類 ソウシチョウ 27 4.6% 51 8.6% 29 4.9% 486 82.0% 593 

爬虫類 ミシシッピアカミミガメ 16 2.7% 44 7.4% 34 5.7% 499 84.1% 593 

両生類 ウシガエル 38 6.4% 0 0.0% 0 0.0% 555 93.6% 593 

魚類 オオクチバス（ブラックバス） 102 17.2% 90 15.2% 30 5.1% 371 62.6% 593 

魚類 カダヤシ 14 2.4% 38 6.4% 525 88.5% 16 2.7% 593 

魚類 ブルーギル 102 17.2% 62 10.5% 30 5.1% 399 67.3% 593 

甲殻類・貝類等 スクミリンゴガイ 15 2.5% 234 39.5% 43 7.3% 301 50.8% 593 

※外来タンポポ群：セイヨウタンポポ、アカミタンポポ 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 
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３－５－２ 移入魚種の現状 

北九州市における移入魚種は下記の 12種の記録があり、ヌマムツ（カワムツＡ型）、

ウグイ、タモロコも国内移入種の可能性があります。 

 

表２－３－１０ 北九州市で確認された移入魚種 

科　　　名 種　　　名 備　　　　　考
キュウリウオ科 ワカサギ 国内移入種
アユ科 アユ（琵琶湖産）
サケ科 ニジマス

タイリクバラタナゴ
ワタカ 国内移入種
ハス 国内移入種
ソウギョ
ビワヒガイ 国内移入種

カダヤシ科 カダヤシ
オオクチバス
ブルーギル

タイワンドジョウ科 カムルチー

コイ科

サンフィッシュ科

 

なお、在来の生態系をかく乱する恐れのあるオオクチバスやブルーギルの分布は市の

中心を流れる紫川や竹馬川、江川など全市的に広がっており、多くの河川において、そ

の生息が確認されています。種別の生息情報の例として、オオクチバスの生息情報を示

します（図２－３－６）。 

 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 

図２－３－６ オオクチバスの生息情報 
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３－５－３ 移入種による在来種への影響 

北九州市では、移入種による在来種への影響として以下の可能性が指摘されています。 

 

・ミシシッピアカミミガメの目撃頻度が北九州市全域で上がっており、在来淡水カメ類

や仔魚、水生昆虫への影響が懸念されること 

（出典：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局） 

・20～30羽のソウシチョウが集中目撃された時に、オオルリの目撃頻度が低くなったこ

とがあり、個体数が増えると在来種への影響が懸念されること 

（出典：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局） 

・カダヤシとミナミメダカが一緒に生息していた池では、数年後にカダヤシの個体数割

合がミナミメダカを大きく上まわり、ミナミメダカの個体数が減少したこと 

（出典：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局） 

・オオクチバスやブルーギルによる捕食や競争によって在来の水生生物に影響が及ぼさ

れること 

（出典：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局、 

北九州の淡水魚 エビ・カニ 2003） 

・タイリクバラタナゴとニホンバラタナゴの交雑が起きていること 

（出典：北九州の淡水魚 エビ・カニ 2003） 

 

全国的には下記の問題点などが指摘されています。 

・都市部で、オンブバッタと思っていたバッタ類がほとんどアカハネオンブバッタ（移

入種）であり、気がつかない間に種の置き換わりが進行していたこと 

・チョウセンイタチの影響でニホンイタチの分布域に変化が起きていること 

・アメリカザリガニによる水生動植物の食害と他の生物への間接的な加害などの問題が

あること 

・シナダレスズメガヤによる河原植物の排除が生じている可能性があること 

・オオカナダモなどによる在来水草の排除が生じるおそれがあること 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局、 

北九州市自然環境保全基本計画に係る基礎調査業務報告書 平成 16年 3月 財団法人九州環境管理協会] 
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４ 生態系  

４－１ 陸域生態系の概況 

４－１－１ 植生と土地利用状況 

北九州市では、自然植生としてスダジイやタブノキなどの常緑広葉樹林が山地に、ス

スキやネザサなどの草原がカルスト台地に、トベラなどの風衝低木林が海岸に、シバナ

などの塩生植物群落が干潟や河口に見られ、代償植生としてスギ・ヒノキの人工林が山

地の大半を占め、シイ・カシ萌芽林やモウソウチク・マダケ林が山地や傾斜地に見られ

ます。 

図２－４－１には、現況と約 10年前の植生自然度図の比較を掲載していますが、二次

草原や二次林が少なくなっています。 

 

表２－４－１北九州市の植生 

植生

自然度
植生 主な分布地

市域に占める

割合（％）

10 自然草原 遠賀川河川敷の一部 0.4

9 自然林 福智山から平尾台の一部 1.3

8
二次林
（自然林に近いもの）

風師山から足立山の周辺、貫山の周辺、皿倉山

から福知山の周辺、石嶺山の周辺、遠賀川右岸
の丘陵地などの広い範囲

20.9

7 二次林 鱒淵や合馬の周辺の一部 1.7

6 植林地
風師山から足立山の周辺、貫山の周辺、皿倉山

から福智山の周辺、石嶺山の周辺
16.3

5
二次草原

（背の高い草原）
平尾台周辺、貫山や福智山や風師山山頂など 2.5

4、3
二次草原（背の低い草原）
および農耕地（樹園地）

郊外の一部 0.0

2、1
農耕地（水田・畑）、緑の多い

住宅地等、市街地、造成地

遠賀川沿い、洞海湾沿岸、紫川河口、曽根干潟

の後背地などの平地部
55.7

その他 自然裸地と開放水域など 貯水池、海域等 1.2   
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上段：[資料：第 7回自然環境基礎調査現存植生図（環境省]より作成] 

下段：[資料：北九州市自然環境保全基本計画に係る基礎調査業務報告書  

平成 16年 3月 財団法人九州環境管理協会] 

図２－４－１ 北九州市の植生自然度図 

平成 26年作成 

平成 15年作成 
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北九州市は、市域の 55.5%が農地、森林、内水面などの自然的土地利用が行われており、

宅地、工業用地、商業用地などの都市的土地利用は 44.5％ですが、農地や森林としての

利用は減少傾向にあり、宅地や公共用地は増加傾向が見られます。 

 

表２－４－２ 北九州市の土地利用の推移 

各年３月末現在 （単位：ha） 

区 分 平２ 平７ 平 13 平 18 平 23 

総 面 積 48,223.00 48,295.00 48,531.08 48,776.60 48,789.02 

田 2,589.71 2,366.92 2,205.73 1,908.64 1,789.65 

畑 1,454.21 1,382.09 1,272.38 1,313.71 1,138.87 

森林（H＜80m） 4,839.89 4,917.63 4,526.48 4,982.75 4,439.96 

森林（H≧80m） 16,590.21 16,461.54 16,440.34 16,305.51 16,397.72 

水 面 1,143.12 1,138.65 1,096.25 1,058.96 1,038.28 

自 然 地 1,876.00 2,256.33 1,980.53 2,587.31 2,265.04 

宅 地 5,684.65 6,194.98 6,519.66 6,887.89 6,835.55 

商 業 用 地 1,145.59 1,351.87 1,357.06 1,628.14 1,565.61 

工 業 用 地 2,889.57 2,892.11 2,835.79 2,860.33 3,431.21 

公 益 施 設 1,824.70 1,894.95 2,286.43 2,419.75 1,769.63 

公 共 空 地 805.51 828.34 1,000.77 435.23 1013.67 

道 路 3,524.83 3,627.82 3,823.39 4,067.57 4,224.49 

交 通 施 設 483.33 430.86 400.25 592.73 574.14 

そ の 他 3,371.66 2,550.91 2,786.02 1,728.08 2,305.20 

 

［資料：建築都市局都市計画課「土地利用現況調査」］ 

４－１－２ 森林 

北九州市の森林は、企救、貫、福智、皿倉、石峰などの標高 200～900ｍの起伏に富ん

だ山地を核に成立しています。 

北九州市の森林面積は、国有林 2,851haと公・私有林 15,850haの計 18,701haで、市

域の 38.3％を占めており、保安林は、水源かん養林と土砂流出防備林などとして 3,829ha

が指定されています(表２－４－３、４)。 

表２－４－３ 北九州市の森林面積 

 

 

 

 

[資料：遠賀川地域森林計画書 平成 24年 4月 福岡県]

単位：ha

国有林 民有林 計

48,789  2,851 15,850 18,701 38.3

市域面積
森林面積

森林比率
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表２－４－４ 北九州市の保安林 

単位：ha

合計（重複指定を含む）

実面積

5,339

3,829

区　分

水源かん養のための保安林

災害防備のための保安林

保健、風致の保存等のための保安林

1,168

1,538

面積

2,633

 

[資料：遠賀川地域森林計画書 平成 24年 4月 福岡県] 

北九州市の林家数は、1,048戸で保有山林面積は 4,590 haです。 

スギやヒノキの植林地、竹林などの人工林の鳥類相は乏しく、照葉樹や広葉樹で構成

される自然林はサンコウチョウ、オオルリ、キビタキ、シジュウカラなどの野鳥の生息

地となっています。 

[資料：平成 26年度版 北九州市の環境、北九州市統計年鑑、北九州市の野鳥たち 1994 北九州市] 

 

４－１－３ 里地里山 

里地里山は、地域的な捉え方や生活、文化などのライフスタイルとしての捉え方など

があります。 

「生物多様性国家戦略 2012-2020」における里地里山（田園地域、人工林優占地域含む）

は、奥山自然地域と都市地域の間に位置し、様々な人間の働きかけを通じて形成された

自然環境としています。二次林を中心に水田等の農耕地、ため池、草地等を構成要素と

し、多様な価値や権利関係が錯綜するなどの性格（特徴）を併せ持つ地域です。この特

徴には、①多様な生物の生育・生息地となっている ②身近な自然とのふれあいの場と

しての価値が高まっている ③人間の生活・生産活動の場である などがあります。 

北九州市の竹林面積の推移を表２－４－５に示します。平成 14年までは減少傾向でし

たが、平成 14年以降は増加傾向に転じています。平成 24年には 10年前に比べ、199ha

増加しています。北九州市の管理竹林（適切な管理が継続されている竹林）は竹林面積

の２割程度と推定されており、それ以外の残りの竹林は放置竹林と考えられています。 

 

表２－４－５ 北九州市の竹林面積の推移 

単位：ha 

H4 H9 H14 H19 H24

北九州市 1,418 1,392 1,386 1,498 1,585

較差(H14) 32 6 0 112 199
竹林面積

区分

 

[資料：遠賀川地域森林計画書 平成 24年 4月 福岡県] 

注:較差（H14）は平成 14年の竹林面積（ha）を基準としたときの差を示します。
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これらの事象を総合すると、適切な管理を維持できないことで放置竹林の拡大が進行

していることが考えられます。放置竹林の拡大により、生息・生育する動植物種の種類

数の減少や種類の変化などの生物多様性の低下が懸念されています。 

 

北九州市の里地里山的環境として、山林-水田（-陸水域）がモザイク状に混在する度

合が高い地域を抽出すると次の地域があげられます（図２－４－２）。 

・企救半島の東部 

・貫山の山麓部 

・合馬・新道寺周辺 

・皿倉山の山麓部 

・若松西部の丘陵地 

・金剛山の山麓部 

 

 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 

図２－４－２ 土地利用による里地里山的環境評価図 
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山林-田-陸水域が混在する環境を好むサシバなどの生物の分布情報をメッシュごとに

整理すると、次の地域が抽出されます（図２－４－３）。 

・喜多久周辺の丘陵地 

・山田緑地周辺 

・志井・母原周辺の丘陵地 

・中央緑地周辺 

・朽網周辺 

・貫山の西側山麓部 

・皿倉山の山麓部 

・福智山山麓 

・若松西部の丘陵地 

 

 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 

図２－４－３ 生物分布による里地里山環境評価図 

 

※生息・生育が確認された種と生息・生育

の可能性があると判断される種の合計 
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里山再生への取り組みは、行政や森林組合をはじめ、 

・ＮＰＯ法人里山を考える会による竹林管理や里山文化の紹介 

・ＮＰＯ法人北九州国際自然大学校による間伐材の活用 

・ＮＰＯ法人北九州ビオトープ・ネットワーク研究会主催による自然環境講座 

・北九州学研都市まちづくり研究会による竹林保全活動 

・北九州カスミサンショウウオを守る会による里山の生物保全活動 

 

などが行われており、北九州市の各地でモウソウチク林の管理、ビオトープネットワー

ク作り、カスミサンショウオウオなどの希少野生生物の保全活動に成果が得られていま

す。 
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４－１－４ 都市域 

北九州市の宅地、工業用地などの都市的な土地利用地は 44.5％で、都市的な土地利用

地が 96.8％を占める戸畑区や自然的な土地利用地が 75.0％を占める小倉南区など、区に

よって土地利用状況が異なっています（表２－４－２、表２－４－５）。 

都市域では、公園の整備、道路などの公共施設の緑化、民有地の緑化などの環境改善

が図られています。しかし、①近年の北九州市の緑被率は横ばい状況であること、②既

成市街地の一部には緑の乏しい高密度市街地が形成されていること、③工場用地などで

は、様々な要因から緑地の確保が他の区域に比べ困難なことが多いこと、などの現状が

あり、市民・企業・行政等の協力・連携を今後も継続していく必要があります。 

表２－４－５ 区ごとの土地利用状況 

面積（ha） 構成（％） 面積（ha） 構成（％） 面積（ha） 構成（％）

S60 4,259.7     60.5 2,786.4     39.5 7,046.1     100.0

H7 4,201.2     57.9 3,058.8     42.1 7,260.0     100.0

H13 4,738.8     64.5 2,603.5     35.5 7,342.3     100.0

H18 4,839.3     65.9 2,507.8     34.1 7,347.2     100.0

H23 4,729.2     64.5 2,607.8     35.5 7,337.0     100.0

S60 1,005.8     25.9 2,870.7     74.1 3,876.5     100.0

H7 962.1        24.5 2,962.9     75.5 3,925.0     100.0

H13 1,031.7     26.5 2,857.2     73.5 3,888.8     100.0

H18 1,027.3     27.0 2,771.1     73.0 3,798.4     100.0

H23 972.2        24.8 2,955.8     75.2 3,928.0     100.0

S60 12,724.9    75.0 4,237.5     25.0 16,962.4    100.0

H7 12,392.4    73.2 4,540.6     26.8 16,933.0    100.0

H13 12,979.4    76.7 3,938.7     23.3 16,918.1    100.0

H18 12,912.3    75.3 4,238.3     24.7 17,150.6    100.0

H23 12,823.1    75.0 4,265.9     25.0 17,089.0    100.0

S60 3,007.9     50.2 2,978.1     49.8 5,986.0     100.0

H7 3,025.7     46.0 3,545.3     54.0 6,571.0     100.0

H13 3,203.8     47.1 3,603.0     52.9 6,806.8     100.0
H18 3,576.0     51.8 3,323.0     48.2 6,899.0     100.0
H23 2,976.9     43.6 3,852.1     56.4 6,829.0     100.0
S60 1,992.6     54.6 1,654.6     45.4 3,647.2     100.0
H7 1,995.8     54.9 1,640.2     45.1 3,636.0     100.0
H13 1,986.0     54.5 1,655.1     45.5 3,641.1     100.0
H18 2,024.2     55.6 1,615.9     44.4 3,640.0     100.0
H23 1,997.4     54.9 1,638.7     45.1 3,636.0     100.0
S60 3,645.5     44.0 4,643.6     56.0 8,289.1     100.0
H7 3,602.4     43.4 4,701.6     56.6 8,304.0     100.0
H13 3,521.7     42.5 4,757.6     57.5 8,279.4     100.0
H18 3,715.0     44.8 4,570.6     55.2 8,285.6     100.0
H23 3,517.3     42.4 4,786.7     57.6 8,304.0     100.0
S60 44.9         2.7 1,602.0     97.3 1,646.9     100.0
H7 87.3         5.2 1,578.7     94.8 1,666.0     100.0
H13 60.5         3.7 1,594.1     96.3 1,654.6     100.0
H18 62.7         3.8 1,593.1     96.2 1,655.8     100.0
H23 53.4         3.2 1,612.6     96.8 1,666.0     100.0

計

門司

小倉北

小倉南

区 年度
自然的土地利用 都市的土地利用

若松

八幡東

八幡西

戸畑

 

[資料：北九州市統計年鑑] 
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４－２ 陸水域生態系の概況 

北九州市には、一級河川である遠賀川とその支流９河川、紫川などの二級河川 19 河川、

その他準用および普通河川 232 河川の計 260 河川が流れており、河口部や中下流域はコン

クリート護岸に改修されている区間が多く、上流部や渓流部は自然護岸とコンクリート護

岸が混在しています。遠賀川以外は延長や流域面積が小さく、やや急流となっています(表

２－４－６)。 

表２－４－６ 北九州市の主要河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内のため池は、主にかんがい用として使われましたが、農地の減少に伴う埋立てなど

により減少しています(表２－４－７)。 

表２－４－７ 北九州市の主要なため池等 

 行政区 ため池名 面積（㎡） 

ため池 

門司区 福井ヶ迫池、櫛毛池 等 計 64 池 291,556 

小倉北区 大谷池、常盤池 等 計 6 池 68,074 

小倉南区 山門池、大池、稗畑下池 等 計 218 池 938,795 

八幡西区 鵜の巣池、光貞池 等 計 91 池 869,076 

若松区 椎牟田池、逆水池 等 計 141 池 802,694 

合計 （520 池） 2,970,195 

大規模な調

整池調整池

（100万㎥以

上） 

門司区 松ヶ江貯水池 67,800 

小倉南区 ます渕ダム 740,000 

八幡東区 河内貯水池 480,000 

八幡西区 畑貯水池、瀬坂貯水池、養福寺貯水池 930,000 

若松区 第一、第二 1,056,900 

合計 （8 池） 3,274,700 

その他の

池・水面 

戸畑区 夜宮公園内の池 （2 池） 4,400 

小倉北区 小倉城・お堀 15,700 

 小倉城庭園の池 900 

小倉南区 文化記念公園内日本庭園の池 1,800 

 小倉競馬場内の池 16,200 

 志井うるおいの池 260 

八幡西区 洞北緑地内（洞海ビオパーク下） 1,800 

合計 （8 池） 41,060 

注：数値および池数は、台帳上の数値であり、実際の数値とは異なるものも含まれている。

※遠賀川及び新々堀川は、市外区間を含むデータ。 

級別 延長（ｍ） 流域面積(km2)

遠賀川 一級 61,000 1,026.0

新々堀川 〃 10,500 18.8
二級 7,195 4.0
〃 7,350 10.9
〃 4,165 3.5
〃 9,693 25.5
〃 6,250 37.7
〃 4,380 10.3
〃 8,000 15.6
〃 19,795 113.0
〃 3,414 10.0相割川

板櫃川
竹馬川
貫川

金山川
紫川

主な河川

遠賀川
支流

笹尾川
割子川
撥川
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市の水面積率（市街地内の水面積／市街地面積）は減少傾向にあり、平成 23年には 2.13%

で、全国平均の水面席率 3.55％の６割程度です。 

本市の河川及び湖沼は、主に生活排水による汚染が進んでいました。下水道整備事業の

進展により、水環境は昭和 50年代から急速に改善されました。（図２－４－４）。 

 

図２－４－４ 紫川の水質と下水道普及率 

[資料：北九州市建設局ホームページ

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/04600129.html] 

 

北九州市の河川事業では、自然環境に配慮した取り組みとして、板櫃川の水辺の楽校プ

ロジェクトによる市民参加型の河川整備、撥川の自然再生事業による整備計画作り、志井

川などの多自然川づくり、小熊野川などでホタルの舞う川づくりが行われています。また、

北九州の河川環境を学習・体験できる施設として、水環境館と北九州市ほたる館、香月・

黒川ほたる館が開設されています。 

北九州市の淡水魚類相は、カゼトゲタナゴなどの北部九州の固有種、ニッポンバラタナ

ゴなどの重要種、市内で絶滅したと思われていたアカザやスナヤツメ、オオクチバスなど

の移入種を含む魚類 77種とトゲナシヌマエビなどの 12種のエビ・カニ類が生息していま

す（第３章 表２－３－３）。 

河川やため池などの陸水域の環境を好むタナゴ類などの生物の分布情報をメッシュごと

に整理すると次の地域が抽出されます（図２－４－５）。 

・大積海岸の流入河川 

・曽根干潟流入河川 

・朽網のため池群 

・紫川の中上流 

・板櫃川、黒川、合馬川の中上流 

・皿倉山山麓の河川とため池 

・河内貯水池、道原貯水池、畑貯水池、瀬板貯水池、昭和池および流出河川 

・若松西部のため池群と河川 
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［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 

図２－４－５ 生物分布による陸水域の環境評価図 

 

 

※生息・生育が確認された種と生息・生育

の可能性があると判断される種の合計 
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４－３ 沿岸域生態系の概況 

北九州市は、周防灘、関門海峡、洞海湾、響灘に面した約 226 kmの海岸線を有していま

す。 

海岸線の約 174 kmは港湾区域に指定され、うち 159 kmが港湾活動のための公共・専用

岸壁や護岸となっており、企業の生産活動の場や港湾物流の場として利用されています。 

自然海岸は、若松北海岸、大積海岸などの約 19ｋｍとなっています。 

本市は沿岸部に大規模工場が多く立地することから洞海湾をはじめ沿岸域水域の水質の

汚濁が進行し深刻な環境問題となっていましたが、沿岸域水域の水質は、排水規制等によ

り著しく改善されました（図２－４－６、７）。 

 

 

図２－４－６ 洞海湾の CODの経年変化(年平均値) 

 

 
[資料：北九州市の環境(資料編)平成 26年度版] 

図２－４－７ 響灘の CODの経年変化(年平均値) 
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沿岸漁業はイカ類、カキ、アワビ・サザエ、タイ類、ヒラメ・カレイ類、ガザミ・クル

マエビを主体に、筑前海区、関門・洞海海区、豊前海区で行われ、生産量は漸減傾向にあ

ります。 

干潟や海岸などの沿岸域の環境を好むオサガニ類などの生物分布情報をメッシュごとに整

理すると次の地域が抽出されます（図２－４－８）。 

・大積海岸（多様性の高い海岸・干潟の分布情報） 

・柄杓田海岸 

・新門司 

・曽根干潟と後背地 

・響灘埋立地 

・紫川河口部 

・藍島、馬島、白島（オオミズナギドリの集団繁殖地、カラスバトなどの分布情報） 

 

 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 

図２－４－８ 生物分布による沿岸域の環境評価図 

 

※生息・生育が確認された種と生息・生育

の可能性があると判断される種の合計 
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４－４ 重要な生息・生育環境 

既存資料などによる森林・草地、里地里山、陸水域、沿岸域の重要な生息・生育環境、

市民有識者によるヒアリング記録結果および北九州市の施策などにより、以下の地点を北

九州市の重要な生息・生育環境として抽出しました。 

 

森林・草原 

１福智山地の森林と草地 

２皿倉山 

３風師山周辺 

４足立山周辺 

５平尾台・貫山 

里地里山 

１若松西部の丘陵 

２石峰山周辺 

３皿倉山の山麓 

４山田緑地周辺 

５合馬・新道寺周辺 

６金剛山の山麓 

７朽網周辺  

８足立山周辺 

９企救半島の東部 

10弘善寺（八幡西区穴生）の社寺林 

11到津の森公園・中央緑地周辺 

陸水域 

１若松西部のため池群 

２大積海岸の流入河川 

３曽根干潟の流入河川 

４紫川の中上流 

５河内貯水池、道原貯水池、畑貯水池、昭和池、瀬板貯水池および流出河川 

６朽網のため池群 

沿岸域 

１大積海岸 

２柄杓田海岸 

３曽根干潟と後背地 

４紫川河口部 

５藍島、馬島、白島 

６奥洞海 

７若松北海岸 
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８部崎、和布刈 

 

 

［資料：北九州市生物多様性戦略改訂に伴う調査業務委託報告書 平成 27年 3月 北九州市環境局］ 

図２－４－９ 北九州市の重要な生息・生育環境 
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５ 自然景観と自然とのふれあい  

 ５－１ 自然景観 

北九州市における主要な自然景観資源は図２－５－１に示すとおりです。この中でも特

に自然景観の優れた門司区の海岸とその沖合海域は瀬戸内海国立公園に、若松区の北西部

海岸とその沿岸海域は玄海国定公園にそれぞれ指定されています。（図２－６－１参照）。

また、本市内陸部にある風師山、戸ノ上山～足立山、皿倉山～福智山、貫山等の周辺は北

九州国定公園に指定されています。これらの自然公園では、優れた自然景観の保護ととも

に、「自然公園の保護および利用計画」に基づき、国民の保健と休養、レクリエーション

等の利用が図られています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資料：第３回 自然環境保全基礎調査］ 

図２－５－１ 自然景観資源位置図 

 

② 

若松区 

芦屋町 

水巻町 

中間市 

鞍手町 

八幡東区 

八幡西区 

直方市 

小倉南区 

福智町 

行橋市 

苅田町 

小倉北区 

戸畑区 

門司区 

下関市 

響 灘 

関門海峡 

周 

防 

灘 

① 

香春町 
みやこ町 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

④ 

⑧ 

⑨ 

凡  例 

自然景観名 No. 名 称 

カルスト地形 ① 平尾台 

鍾乳洞 ② 清竜窟 

 ③ 目白洞 

 ④ 千仏洞 

 ⑤ 光水洞 

 ⑥ 牡鹿洞 

岩脈 ⑦ 鬼の唐手岩 

滝 ⑧ 菅生の滝 

 ⑨ 七重の滝 
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５－２ 自然とのふれあい 

市民による自然とのふれあい活動は、空き地や小河川、神社の境内、雑木林など、名称

の有無や整備目的にかかわらず、場に備わっている資源性や土地特性などに応じて行われ

るものですが、本市は豊かな自然に恵まれ、市民の野外レクリエーション地や観光資源と

して利用されているところが多くみられます（図２－５－２）。また、近年の環境（特に

自然環境）に対する認識の高まりを受けて、小中学校を中心とした環境学習（教育）も盛

んに実施されています。 

具体的にみると、市民の日常生活で自然と親しむ施設として次のような環境整備が進め

られています。 

  ・森林：森林公園等（図２－５－３） 

  ・河川：親水護岸、水辺公園等（図２－２－４参照） 

  ・海岸、港：親水護岸、水辺公園等（図２－２－４参照） 

  ・道路：ふれあいのみち（竹馬川、割子川等）等（図２－２－４） 

  ・公園：緑の拠点となる公園（山田緑地、中央公園等）等（図２－５－４） 

  ・農村：農業公園、市民農園等（図２－５－５） 
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［資料：北九州市ノスタルジーハンドブックより作成］ 

出典：北九州市田園環境整備マスタープラン 

図２－５－２ 自然の観光・レクリエーション地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－５－３ 森林公園等位置図

若松区 

芦屋町 

水巻町 

中間市 

鞍手町 

八幡東区 

八幡西区 

直方市 

小倉南区 

福智町 

行橋市 

苅田町 

小倉北区 

戸畑区 

門司区 

下関市 

響 灘 

関門海峡 

周 

防 

灘 

香春町 
みやこ町 

● 
高蔵山森林公園 

● 
足立山森林公園 

● 
皿倉・帆柱環境林 

● 
香月市民の森 
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 出典：北九州市建設局事業概要 2014 

図２－５－４ 主な都市公園等位置図 
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分  類 № 名   称  分  類 № 名   称 

農業公園 ① 総合農事センター  観光農園 ⑮ 吉武豊湧園 

ファミリー 

農園 

② 門司ファミリー農園   ⑯ 野口ぶどう園 

③ 富士見第１ファミリー農園   ⑰ エストラヴィーヌ 

④ 富士見第２ファミリー農園   ⑱ 合馬観光たけのこ園 

⑤ 富士見第３ファミリー農園   ⑲ 合馬たけのこ体験園 

⑥ 葛原本町ファミリー農園   ⑳ 多田たけのこ農園 

⑦ 貫宮ヶ迫ファミリー農園   ㉑ 石松みかん園 

⑧ 朽網ファミリー農園   ㉒ 天正みかん園 

⑨ 浅川ファミリー農園   ㉓ Natureとまと狩り 

⑩ 下上津役ファミリー農園   ㉔ 石橋ぶどう園 

ふれあい 

菜園 

⑪ 石田ふれあい菜園  農業体験 

農園 

㉕ ねいちゃー村 

⑫ 上吉田ふれあい菜園  ㉖ 合馬健幸畑 

⑬ 高野ふれあい菜園  ㉗ 愛菜塾 

市民農園 ⑭ ＪＡ北九州市民農園     

出典：2014年度版直売所・観光農園・市民農園ガイドマップ 

図２－５－５ 農業公園、市民農園等位置図 

② 

若松区 

芦屋町 

水巻町 

中間市 

鞍手町 

八幡東区 

八幡西区 

直方市 

小倉南区 

福智町 

行橋市 

苅田町 

小倉北区 

戸畑区 

門司区 

下関市 

響 灘 

関門海峡 

周 

防 

灘 

① 

香春町 
みやこ町 

③ 
⑤ ⑥ 
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６ 自然環境保全のための法令指定状況等 

６－１ 自然環境保全の総合的体系及び主な関連法 

自然環境保全の総合的体系及び主な関連法を整理すると下図のようになります。 

図２－６－１ 自然環境保全の総合的体系及び主な関連法 

法律名

原生自然環境保全地域

自然環境保全法 自然環境保全地域 の指定と保全

都道府県自然環境保全地域

生物多様性基本法

地域における多様な主体の連携によ
る生物の多様性の保全ための活動
の促進等に関する法律

国立公園

自然公園法 国定公園 の指定と保護

都道府県立公園

温泉法

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律

絶滅のおそれのある野生動植物の
種の保存に関する法律

特定外来生物による生態系等に係る
被害の防止に関する法律

自然再生推進法

都市緑地法

都市計画法

生産緑地法

都市の美観風致を維持するための樹
木の保存に関する法律

都市公園法

文化財保護法

景観法

森林法

農地法、農業振興地域の整備に関
する法律

海岸法

河川法

環境影響評価法

自然環境保全分野の内容

温泉の保護

鳥獣及び野生動植物の保護、管理の適正化

生物の多様性の保全及び持続可能な利用

史跡・名勝・天然記念物の指定と保護

特定外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又
は農林水産業に係る被害の防止

NPOを主体とする多様な主体の参画と創意による地域
主導の新たな形の事業－自然再生事業－を推進

環
境
基
本
法

都市地域の緑地保全地区の指定と保全

都市地域の風致地区の指定と保全

地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物
多様性保全活動の促進

河川の保全地域の指定と保全

事業に係る自然環境の保全について適正な配慮の確保

景観計画の策定、景観地区等における良好な景観の形
成のための規制など

林業地域・保全林の指定と保全

農業地域の指定と保全

海岸の保全地域の指定と保全

都市地域の生産緑地の指定と保全

都市保存樹・保存樹林の指定と保全

都市公園の設置と管理
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６－２ 主要な法令の指定状況 

６－２－１ 自然公園 

本市には、「自然公園法」及び「福岡県立自然公園条例」に基づき、瀬戸内海国立公

園、北九州国定公園、玄界国定公園の一部、筑豊県立自然公園の一部があります。その

総面積は 8,953haで、市域面積の約 18％を占めています（表２－６－１、図２－６－２）。 

 

表２－６－１ 北九州市の自然公園面積 

（平成26年3月31日現在）

 風師・戸ノ上山

 ～足立山地区
781 － － － 781 －

 平尾台地区 979 320 140 458 61 －

 福知・皿倉地区 5,029 － 145 437 4,447 －

計 6,789 320 285 895 5,289 －

瀬戸内海国立公園
（昭和31.5.1 区域指定）

昭和32.10.23 区域変更

平成3.7.26 区域変更

 和布刈地区 46 － － 43 － 3

玄海国立公園
（昭和31.6.1 区域指定）

平成2.2.13 区域変更

 若松北海岸地区 54 － － 53 － 1

筑豊県立自然公園
（昭和25.5.13 区域指定）

平成8.5.17 区域変更

 北九州市域内 2,064 － － － － 2,064

（注）海面を除く

北九州国立公園
（昭和47.10.16 区域指定）

平成8.10.28 区域変更

公園名 地区
面積
（ha） 普通地域

種別

特別

保護地区

第1種

特別地域

第2種

特別地域

第3種

特別地域

 

         出典：平成 26年度版 北九州市の環境 
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出典：平成 26年度版 北九州市の環境 

図２－６－２ 自然公園位置図 

６－２－２ 保安林 

「森林法」に基づき、水源かん養、土砂流出防備等の保安林が指定され、その面積は

3,829 haで、総森林面積の約 20％を占めています（表２－６－２、３、図２－６－３）。 

 

表２－６－２ 森林の現況 

 

[資料：遠賀川地域森林計画書 平成 24年 4月 福岡県] 
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表２－６－３ 保安林の現況 

 

[資料：遠賀川地域森林計画書 平成 24年 4月 福岡県] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［資料：八幡農林事務所管内図より作成］ 

出典：北九州市田園環境整備マスタープラン 

図２－６－３ 保安林位置図 
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６－２－３ 風致地区、特別緑地保全地区 

自然環境に恵まれている区域の景観を保護し、周囲の環境と開発の調和を図り、快適

な生活環境を作るため、「北九州市風致地区条例」に基づき 15地区、12,807.7haの風致

地区が指定されています（表２－６－４、図２－６－４）。 

また、良い自然環境をつくっている優れた樹林等を現状のまま保全するため、「都市

緑地法」に基づき 17地区、83.3haの特別緑地保全地区が指定されています。 

 

表２－６－４ 風致地区・特別緑地保全地区の面積 

平成 27年 3月 31日現在 

番号 地区名（風致地区） 面積（ha）  番号 地区名（特別緑地保全地区） 面積（ha） 買取面積（m2） 

１ 和布刈 70.0  Ａ 八旗八幡 1.7 ― 

２ 部崎 159.0  Ｂ 徳光 0.2 ― 

３ 庄司 31.0  Ｃ 八所 0.8 ― 

４ 喜多久 173.8  Ｄ 夜宮 1.3 ― 

５ 風師 1,130.7  Ｅ 吉志 1.5 7,259.35 

６ 足立・戸ノ上 1,872.7  Ｆ 番所跡 1.0 9,510.41 

７ 貫 2,086.7  Ｇ 本城 41.0 194,334.98 

８ 徳吉 165.0  Ｈ 木虫    木 4.4 15,597.08 

９ 皿倉 4,666.0  Ｉ 前岳 1.6 1,448.47 

１０ 養福寺 39.6  Ｊ 小嵐山 4.9 41,185.69 

１１ 大池 181.4  Ｋ 二島 5.0 50,556.06 

１２ 金比羅 161.3  Ｌ 若葉町 0.8 7,035.40 

１３ 夜宮 11.5  Ｍ 鬼山池 7.5 39,378.12 

１４ 北海岸 629.5  Ｎ 大谷池 1.6 3,252.71 

１５ 石峰山 1,492.5  Ｏ 須賀 2.2 ― 

合計 １５地区 12,870.7  Ｐ 小文字 2.1 10,511.60 

    Ｑ 小嶺三丁目 5.7 36,317.03 

    合計 17地区 83.3 416,814.26 

［資料：北九州市建設局 2015事業概要］ 

 

 

出典：北九州市建設局事業概要 2015 

図２－６－４ 風致地区及び特別緑地保全地区配置図 
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６－２－４ 鳥獣保護区等 

鳥獣の保護繁殖を図るため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」

に基づき、鳥獣保護区、休猟区及び銃猟禁止区域が指定されています（図２－６－５）。 

 

 

  

西部地区 東部地区 

［資料：「平成 26年度 福岡県鳥獣保護区等位置図」より作成］ 

図２－６－５ 鳥獣保護区等位置図 
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７ 土地利用における自然環境への配慮 

７－１ 農林水産業における自然環境への配慮 

農林水産業は、食料供給という本来の役割のほかに、環境保全や地域社会形成に関する

様々な機能を有しており、これを多面的機能と呼んでいます。多面的機能を発揮するため

には、環境に配慮した農林水産業を営むことが大切であり、特に基盤整備事業においては、

ミティゲーション５原則（回避、最小化、修正、影響の軽減／除去、代償）に則り事業を

進めることが重要です。 

北九州市における自然環境への配慮の状況は次のとおりです。 

 

７－１－１ 基盤整備備段階における環境配慮状況 

７－１－１－（１）農業農村整備事業 

今後の農業農村整備事業（ほ場整備、農道整備、ため池改修等）の実施に当たっては

環境との調和に配慮しつつ効率的かつ効果的に事業を推進することが必要であるとの観

点から、環境との調和に配慮した農業農村整備事業等基本要綱に基づき「北九州市田園

環境整備マスタープラン」を作成しています。この中で自然と共生する環境を創造する

区域「環境創造区域」と工事の実施に当たり、環境に与える影響の緩和を図るなど環境

に配慮する区域「環境配慮区域」を定めています。 

７－１－１－（２）林道整備 

法制度による環境配慮は行われていませんが、事業計画の際は自然環境保全に係る法

令指定状況を踏まえて計画策定が行われています。 

７－１－１－（３）漁港整備 

埋立を伴う漁港整備の場合は、公有水面埋立法に基づく環境アセスメントが行われて

います。 

 

７－１－２ 生産、流通段階における環境配慮状況 

７－１－２－（１）環境保全型農業 

 「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、都道府県知事か

ら、たい肥等による土づくりと化学肥料や化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う農

業生産方式を購入する計画について認定を受けた農業者を通称エコファーマーと呼び、

北九州市においても多くのエコファーマーが誕生しています。 
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７－１－２－（２）資源管理等 

持続的な水産業を実現するためのつくり育てる漁業の推進、沿岸海域の水産環境を保

全するために海面養殖業における過密養殖の自粛等が行われています。 

 

７－２ 施設整備における自然環境への配慮 

北九州市の施設整備（公共事業）を大きく事業種類別に分けたものが表２-７-３です。

環境配慮は、法、条例に基づく大規模事業の環境影響評価と、省庁の指針や自主的制度に

基づく中小規模事業の環境配慮が行われています。 

 

表２－７－３ 施設整備（公共事業）の事業種類分類 

事業種類 

１ 用地造成等の整備 

（土地の面的改変） 

土地区画整理事業 

市街地の整備 

２ 上下水道の整備 管渠の埋没 

処理施設の整備 

３ 道路等の整備 道路、橋梁 

（土地の線的改変） 鉄道 

４ 海岸部の整備 埋立、港湾施設・海岸保全施設 

５ 河川等の整備 河川改修、水路・ダム 

６ 公園・緑地等の整備 公園・緑地・墓地 

７ 建築物等の建設 公共建築物 

 

７－２－１ 環境影響評価 

７－２－１－（１）本市の環境影響評価制度 

本市の環境影響制度としては、昭和 62年に「北九州市環境管理計画運用指針」を策定

し、各種の事業・計画の実施に当たり、環境保全について適正な配慮がなされるよう環

境影響評価が行われていましたが、さらに万全を期す観点から条例の制定が必要である

と判断され、平成 10年３月に「北九州市環境影響評価条例」を制定し、平成 11年６月

に施行しました。さらに、平成 25年３月および６月に条例の一部改正を行い、計画段階

環境配慮書手続の導入等を行いました（平成 25年 10月 1日施行）。 

計画段階環境配慮書手続とは、これまで事業の位置、規模の決定後に環境影響評価を

行っていたのに対し、事業の計画段階における複数案について環境配慮の観点から比較

検討した図書を作成、公開するものです。市民は公開図書について閲覧することができ、

事業の早い段階から市民参加が可能としています。 
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そのほか、住民への説明会開催を事業者の義務とすることや、事業着手後に行う事後

調査結果のホームページ公表などが定められました。 

 

７－２－１－（２）環境影響評価の実施状況 

本市においては、昭和 47年の閣議了解以降、発電所の立地、港湾計画の変更、公有水

面埋立などの事業の実施に当たって、環境影響評価が実施されており、環境局では、公

害の防止及び自然環境の保全の観点から、事業者などに対し助言及び指導を行うととも

に、審査を行ってきました。 

本市の環境影響評価制度としては、昭和 62年に「北九州市環境管理計画運用指針」を

策定し、各種の事業・計画の実施に当たり、環境影響評価が行われていましたが、さら

に万全を期す観点から条例の制定が必要であると判断し、平成 10年３月に「北九州市環

境影響評価条例」を制定し、平成 11年６月に施行しました。 

その後、平成 23年４月の法改正による制度拡充に伴い、平成 25年３月に条例を一部

改正し計画段階環境配慮書の手続きを導入しました。その他にも、条例では、学識経験

者等専門家による審査、事後調査計画書の作成や公聴会の開催などの法にはない規定を

新たに盛り込み、事業者、市民、行政が一体となって最大限の環境保全対策を図ること

ができる制度となっています。 

本市では、法及び条例施行後、平成 26年度末までに、配慮書３件、方法書 20件及び

準備書 21件の審査を行い、環境影響評価審査会の意見を踏まえ、環境保全の見地から市

長意見を提出しました。環境影響評価が実施された事業は、表２－７－４のとおりです。 

 

表２－７－４ 近年の環境影響評価の実施状況 

評価書 

縦覧年度 
主な開発事業又は計画名 開発事業者又は計画者 

22年度 北九州市都市計画道路 6号線整備事業 北九州市 

23年度 コークス炉増設事業 日本コークス工業（株）北九州事業所 

26年度 響灘工場建設事業 タテホ化学工業（株） 

［資料：平成 26年度版 北九州市の環境］ 
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７－２－２ その他の環境配慮状況 

７－２－２－（１）北九州市環境配慮指針 

市民の環境保全意識の高まりや、地域の生活、自然環境の状況、周辺の土地利用や景

観・町並みの状況等によって、法令等の規定を受けない小規模な開発事業を実施する場

合においても、適切な環境保全への配慮を考慮しておくことが重要です。そこで平成 18

年９月「北九州市環境配慮指針～開発事業における環境保全への配慮の手引き～」を策

定しました。本指針は、開発事業の規模の大小、事業者の官民の別にかかわらず活用で

きるように作成しており、開発事業における環境保全への配慮を支援しています。 

 

７－２－２－（２）環境配慮チェックリストと環境配慮点検制度 

本市では環境配慮指針を活用して、開発事業の環境配慮を点検するため、事業種別（①

道路整備事業②面的開発事業③河川整備事業④港湾・海岸整備事業⑤建築物の建設事業）

にチェックリストを作成しています。 

市の公共事業で実施設計金額 500万円以上の工事については、環境配慮点検制度対象

とし、技術管理室指導課の中間・完了検査時にチェックリストの提出を義務付けていま

す。当点検制度は２年間の試行期間を経て、平成 21年４月より本格実施中で、これまで

に以下のとおり点検が行われています。 

平成 21年度：55件 

平成 22年度：59件 

平成 23年度：29件 

平成 24年度：31件 

 


